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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技機の所定位置に配設された基板装着部材に凹状の基板装着部が形成され、その基板
装着部に回路基板がその両側縁において差し込まれる差込部が形成された遊技機であって
、
　前記基板装着部には、前記回路基板の一側面を覆う保護板が片持ち状態で弾性変形可能
に設けられ、
　前記保護板の自由端側には、前記回路基板の抜け止めをなす抜止部が形成され、
　前記抜止部は、前記保護板の弾性変形によって前記差込口に対する前記回路基板の差し
込みを許容する退避位置と、前記保護板の弾性復帰によって前記回路基板の後縁に係合す
る抜止位置と、に変位可能に構成されていることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　請求項１に記載の遊技機であって、
　基板装着部の差込部は、回路基板の一側面を上向きにして差し込み可能に構成され、
　前記回路基板の下面側を実装面として各種の回路構成部品が実装されていることを特徴
とする遊技機。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の遊技機であって、
　基板装着部材は、遊技機の後側に配設される枠状部材によって構成され、
　前記枠状部材の下部寄りに凹状の基板装着部が形成され、 
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　保護板は前記枠状部材の一部に一体に形成されていることを特徴とする遊技機。
【請求項４】
　請求項３に記載の遊技機であって、
　枠状部材の後面側には、基板装着部の上方に位置しかつ前記枠状部材の後面側に沿う格
納位置と、枠状部材の後面側から後方に向けて回動される回動位置とに変位可能に基板ボ
ックスが装着され、
　前記基板ボックスが格納位置に配置された状態にあるときには、その基板ボックスの下
面が保護板に近接して同保護板の弾性変形を阻止する構成にしてあることを特徴とする遊
技機。
【請求項５】
　請求項３に記載の遊技機であって、
　枠状部材の後面側には、基板装着部の上方に位置しかつ前記枠状部材の後面側に沿う格
納位置と、枠状部材の後面側から後方に向けて回動される回動位置とに変位可能に基板ボ
ックスが装着され、
　前記基板ボックスは、前記格納位置に配置された状態にあるときには、その基板ボック
スの下面が保護板に近接しかつ同保護板によって格納位置に拘束される構成にしてあるこ
とを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、球（主としてパチンコ球）やコインを使用して遊技を行う遊技機、例えば、
パチンコ機のような弾球遊技機、あるいは球を使用してスロットマシン遊技のような遊技
を行う遊技機、あるいはコインを使用して遊技を行うスロットマシン等の遊技機に関する
。
【０００２】
【従来の技術】
従来、この種の遊技機において、各種の装置を電気的に接続するために用いられる中継基
板や端子基板等の回路基板が遊技機の所定位置、例えば、遊技機後側の機構盤、保護カバ
ー、基板ボックス等に設けられた基板装着部に装着されている。
また、回路基板を基板装着部に装着するために、その基板装着部に回路基板をその両側縁
において差し込む差込部を形成し、回路基板をその差込部に直接的に装着する構造のもの
がある。
また、基板装着部の所定位置に弾性変形可能な係止爪が形成され、その係止爪を弾性変形
させて回路基板の後縁に係合させることで、回路基板を抜け止めする構造のものもが知ら
れている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】
特開２００２－８５７７０（第２頁～第４頁、図４及び図５）
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、回路基板が基板ボックスに収納されることなく基板装着部に直接的に装着され
る構造のものにおいては、回路基板に異物が当たったリ、あるいは回路基板上に埃や塵が
堆積する等の不具合が生じやすい。
この発明の目的は、前記問題点に鑑み、基板装着部の差込部に差し込まれた回路基板の一
側面を保護板で覆って保護するとともに、その保護板の弾性を利用して回路基板を抜け止
めすることができる基板装着構造をもつ遊技機を提供することである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
前記目的を達成するために、手段１の発明に係る遊技機は、請求項１に記載のとおりの構
成「遊技機の所定位置に配設された基板装着部材に凹状の基板装着部が形成され、その基
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板装着部に回路基板がその両側縁において差し込まれる差込部が形成された遊技機であっ
て、
前記基板装着部には、前記回路基板の一側面を覆う保護板が片持ち状態で弾性変形可能に
設けられ、
前記保護板の自由端側には、前記回路基板の抜け止めをなす抜止部が形成され、
前記抜止部は、前記保護板の弾性変形によって前記差込口に対する前記回路基板の差し込
みを許容する退避位置と、前記保護板の弾性復帰によって前記回路基板の後縁に係合する
抜止位置と、に変位可能に構成されている遊技機。」を要旨とする。
したがって、保護板を弾性変形させて抜止部を退避位置に変位させた状態において、回路
基板が基板装着部の差込口から差込部の所定位置まで差し込まれて装着される。
その後、保護板が弾性復帰されて抜止部が抜止位置に変位されることで、その抜止部が回
路基板の後縁に係合する。そして、抜止部によって回路基板の抜け止を防止することがで
きる。
【０００６】
手段２の発明に係る遊技機は、前記手段１に記載の遊技機であって、
基板装着部の差込部は、回路基板の一側面を上向きにして差し込み可能に構成され、
前記回路基板の下面側を実装面として各種の回路構成部品が実装されている。
したがって、回路基板の一側面を保護板で覆って保護することができるとともに、同回路
基板の下面側の実装面に埃や塵が堆積することを防止することができ、埃や塵が原因とな
って電気回路が短絡（ショート）する等の不具合を防止することができる。
【０００７】
手段３の発明に係る遊技機は、前記手段１又は２に記載の遊技機であって、
基板装着部材は、遊技機の後側に配設される枠状部材によって構成され、
前記枠状部材の下部寄りに凹状の基板装着部が形成され、
保護板は前記枠状部材の一部に一体に形成されている。
したがって、枠状部材と別個に保護板を製作して組み付ける手間を省くことができ、コス
ト低減に効果が大きい。
【０００８】
手段４の発明に係る遊技機は、前記手段３に記載の遊技機であって、
枠状部材の後面側には、基板装着部の上方に位置しかつ前記枠状部材の後面側に沿う格納
位置と、枠状部材の後面側から後方に向けて回動される回動位置とに変位可能に基板ボッ
クスが装着され、
前記基板ボックスが格納位置に配置された状態にあるときには、その基板ボックスの下面
が保護板に近接して同保護板の弾性変形を阻止する構成にしてある。
したがって、格納位置に配置された基板ボックスによって保護板の弾性変形を阻止するこ
とで、その保護板の自由端側の抜止部と回路基板の後縁との係合状態が保たれる。このた
め、回路基板の後縁に対する抜止部の係合が不測に外れて回路基板が離脱する不具合を防
止することができる。
【０００９】
手段５の発明に係る遊技機は、前記手段３に記載の遊技機であって、
枠状部材の後面側には、基板装着部の上方に位置しかつ前記枠状部材の後面側に沿う格納
位置と、枠状部材の後面側から後方に向けて回動される回動位置とに変位可能に基板ボッ
クスが装着され、
前記基板ボックスは、前記格納位置に配置された状態にあるときには、その基板ボックス
の下面が保護板に近接しかつ同保護板によって格納位置に拘束される構成にしてある。
したがって、保護板によって基板ボックスが格納位置に拘束されるため、基板ボックスが
回動位置に向けて不測に回動される不具合を防止することができる。
【００１０】
【発明の実施の形態】
この発明の実施の形態を図面にしたがって説明する。
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遊技機の外枠に対し前枠、開閉扉及び機構盤がそれぞれ開放された状態を斜視図で表した
図１及び背面から表した図２において、パチンコ機のような弾球遊技機、あるいは球を使
用してスロットマシン遊技のような遊技を行う遊技機は、外枠１０、前枠１８、遊技盤装
着枠２０、遊技盤ユニット３０、機構盤５０等を主体として構成されている。
すなわち、方形枠状に形成された外枠１０の前側には、その片側の前枠ヒンジ機構１５に
よって前枠１８が開閉可能に装着されている。また前枠１８は、その前枠ヒンジ機構１５
とは反対側の自由端よりに配設された施錠装置１９によって外枠１０の前側に閉じ状態に
施錠されるようになっている。
【００１１】
前枠１８は、合成樹脂、軽合金、木質合板等より形成され、その略中央部には、遊技盤ユ
ニット３０に対応する開口窓が形成されている。なお、前枠１８の前側には、扉ヒンジ機
構によって開閉扉（ガラス扉とも呼ばれている）２５が開閉可能に装着されている。この
開閉扉２５は、遊技盤ユニット３０の前側部分を前方から透視可能な窓部を有する扉枠本
体２６と、その扉枠本体２６の前面側に一体状に組み付けられた前面装飾板２７と、扉枠
本体２６の窓部を塞ぐようにして装着されたガラス板等の透明板２８とを備えて構成され
ている。
【００１２】
図１と図２に示すように、前枠１８の後面側には、遊技盤装着枠２０が一体に又は適宜の
固定手段によって固定状態で設けられている。遊技盤装着枠２０は、合成樹脂、軽金属等
よりなり、前枠１８の開口窓よりも所定量だけ大きい開口窓を有して略方形枠状に形成さ
れている。また、遊技盤装着枠２０には、遊技盤ユニット３０の本体部をなす遊技盤３１
が着脱可能に嵌込まれて装着される。
遊技盤ユニット３０は、遊技盤装着枠２０の開口窓に対応する大きさの略四角板状に形成
され遊技盤３１と、その遊技盤３１に装着された図柄表示ベルトユニット３２とを一体状
に備えて構成されている。また、図柄表示ベルトユニット３２は、左右及び中間の３つの
図柄表示用回転ベルト（円形リング状の回転リール、回転ドラム等であってもよい）を有
している。
【００１３】
なお、開閉扉２５の所定位置には、ベッドボタン（賭け数設定ボタン）、クレジットボタ
ン（球投入ボタン）、作動レバー、第１ストップボタン、第２ストップボタン、第３スト
ップボタン等がそれぞれ操作可能に配設されている。そして、ベッドボタンを操作して賭
け数を設定した後、クレジットボタンを操作して賭け数に応じた球を投入したことを条件
として、作動レバーを作動することで３つの図柄表示ベルトがそれぞれ回転する。その後
各図柄表示ベルトにそれぞれ対応する第１～第３ストップボタンを押すことで各図柄表示
ベルトが停止するようになっている。また、各図柄表示ベルトの前側表示面にそれぞれ個
別に表示された各図柄（３つの図柄）の列が所定の当たり図柄列となって停止したときに
は、所定数の球が前枠１８前面に配設された上皿（図示しない）に払い出されるようにな
っている。
【００１４】
また、遊技盤ユニット３０の図柄表示ベルトユニット３２の後側には、遊技全般の制御を
行うための主制御基板が収納された主基板ボックス３６と、副基板ボックス３８と上下に
隣接してそれぞれ装着されている。上側に位置する副基板ボックス３８には、遊技機の所
定位置に配設されたスピーカ等を作動制御したり、あるいはランプ、ＬＥＤ等を点滅制御
するためのするための音声制御基板、ランプ制御基板等の副制御基板が収納されている。
【００１５】
また、図１と図２に示すように、遊技盤装着枠２０の後側には、枠状部材としての機構盤
５０が、その一側において機構盤ヒンジ機構４０によって後方に開閉可能に装着され、複
数の閉止具４１によって閉じ状態に閉止保持されている。
この機構盤５０は、合成樹脂、軽金属等よりなり、その略中央部には、図柄表示ベルトユ
ニット３２の後側突出部、例えば、主基板ボックス３６、副基板ボックス３８等が後方に
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突出される開口窓を有して略方形枠状に形成されている。
機構盤５０の上枠部後面の上下部には、球タンク５２とタンクレール５３とが連通状に装
着されている。また、機構盤５０の左右一方の側枠部（この実施の形態では機構盤ヒンジ
機構４０側の側枠部）には、球払出装置５４が装着されている。この球払出装置５４は、
タンクレール５３に通じる球通路、電動駆動部材としての払出モータによって駆動されか
つ前記球通路の球を払出通路に払い出す球払出部材等がケース体に組み付けられてユニッ
ト化されている。
【００１６】
図２と図３に示すように、枠状部材としての機構盤５０後面の下部寄り部分、すなわち枠
状部材としての機構盤５０の下枠部後面には、凹状のボックス装着部５７が形成されてい
る。このボックス装着部５７の上部寄りの左右両側部には、ヒンジピン６７の上下方向の
移動を所定量だけ許容するヒンジ空間５８を有する支持部５９が形成されている。そして
、ボックス装着部５７には、その左右両側部の支持部５９のヒンジ空間５８にヒンジピン
６７が挿入された状態において、図８に示すように、基板ボックス６０がボックス装着部
５７の底面側（機構盤５０の後面側）に沿う格納位置と、図７に示すように、機構盤５０
の後面側から上方に向けて回動される回動位置とに変位可能に装着されるようになってい
る。
【００１７】
すなわち、この実施の形態において、基板ボックス６０は、ボックス装着部５７の底面（
機構盤５０の後面）に沿うベース体６１と、そのベース体６１に着脱可能あるいは開閉可
能に装着され蓋体６２とを備えている。基板ボックス６０内には、そのベース体６１に支
持された状態で払出制御基板６５と電源基板６６とが左右に隣接して収納されている。
また、基板ボックス６０のベース体６１と蓋体６２のうちの一方の部材、この実施の形態
ではベース体６１には、その上部の左右両側面に水平方向の同一軸線上にヒンジピン６７
が突設されている。そして、基板ボックス６０は、そのヒンジピン６７がボックス装着部
５７の左右の支持部５９のヒンジ空間５８にそれぞれ挿入された状態で格納位置と、回動
位置とに変位可能に装着されるようになっている。
【００１８】
前記したように、枠状部材としての機構盤５０は、遊技機の所定位置に配設された基板装
着部材として機能する。この基板装着部材としての機構盤５０の所定位置には凹状の基板
装着部７０が形成されている。
この実施の形態において、図３と図４に示すように、機構盤５０のボックス装着部５７の
下部に、後方に開口する凹状の基板装着部７０が形成されている。
図３～図５に示すように、基板装着部７０の左右両側部には、回路基板としてのインタフ
ェース基板９１がその両側縁において差し込まれる差込溝（この発明の差込部に相当する
）７６を対向状に有する一対の支持体７５が機構盤５０の下枠部の一部に一体に形成され
ている。
【００１９】
また、一対の支持体７５にそれぞれ形成された差込溝７６の一端（後端）の差込口は後方
に開口しており、インタフェース基板９１は、その実装面９２の反対側の裏面を上向きに
して基板装着部７０の後方から略水平状態で一対の支持体７５の差込溝７６に差し込まれ
るようになっている。
インタフェース基板９１は、遊技機の片側に設置される球貸機のカードリーダ（図示しな
い）と、基板ボックス６０内の払出制御基板６５とを電気的に接続するものである。
図６に示すように、インタフェース基板９１の実装面９２には、コンデンサ、抵抗器等の
電子部品や所定数のコネクタ９３が実装されている。そして、インタフェース基板９１の
１つのコネクタ９３に一端が接続されて延出される接続線、この実施の形態ではフラット
ケーブル１００の他端が球貸機のカードリーダに電気的に接続されるようになっている。
【００２０】
また、図３に示すように、基板装着部７０の奥側にはインタフェース基板９１の差込端に
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当接してこれ以上奥側への差し込みを制限する当接板７１が機構盤５０の下枠部の一部に
一体に形成されている。
図３～図５に示すように、基板装着部７０の奥側部近傍（この実施の形態において当接板
７１の配設位置近傍）には、インタフェース基板９１の一側面（上面）の露出部分の略全
体を覆う板幅と長さを有する保護板８０が差込溝７６の差込口側に向けて略水平状にかつ
弾性変形可能に延出されている。この保護板８０の自由端側には、保護板８０の後縁に当
接して同保護板８０を抜け止めする抜止部８１が下方に向けて略直角状に形成されている
。
すなわち、図７に示すように、抜止部８１は、保護板８０を上方に向けて所定量だけ弾性
変形したときに、差込溝７６の差込口に対するインタフェース基板９１の差し込みを許容
する退避位置に変位されるようになっている。
また、図８に示すように、インタフェース基板９１の差込端が当接板７１の当接する差込
位置まで差し込まれ状態で保護板８０が弾性復帰されることによって、抜止部８１がイン
タフェース基板９１の後端部に近接又は当接して同インタフェース基板９１の後方への抜
け止めをなす抜止位置に変位可能に構成されている。
【００２１】
また、この実施の形態において、図３と図４に示すように、基板装着部７０の下部にはイ
ンタフェース基板９１のコネクタ９３から延出されたフラットケーブル１００が挿通可能
でかつ同フラットケーブル１００の幅方向両側部を留める下側ケーブル保持片８５が形成
されている。
また、図３と図４に示すように、抜止部８１の幅方向略中央部には、下側ケーブル保持片
８５に挿通されたフラットケーブル１００が挿通可能でかつ同フラットケーブル１００の
幅方向両側部を留める平面形状が略Ｌ字状をなす一対のケーブル保持片８２が形成されて
いる。
【００２２】
また、この実施の形態において、図３に示すように、機構盤５０のボックス装着部５７の
下部に接近して基板装着部７０が形成されている。そして、ボックス装着部５７に対し基
板ボックス６０が格納位置に配置された状態にあるときには、その基板ボックス６０（ベ
ース体６１）の下面が保護板８０の自由端寄り部分の上面に近接して同保護板８０の不測
の弾性変形を阻止するようになっている。また、基板ボックス６０が格納位置に配置され
た状態にあるときには、その基板ボックス６０（ベース体６１）の下面が保護板８０の自
由端寄り部分の上面に近接してかつ同保護板８０によって基板ボックス６０が格納位置に
拘束されるようになっている。
【００２３】
この実施の形態に係る遊技機は上述したように構成される。
したがって、機構盤５０の基板装着部７０にインタフェース基板９１を装着する場合、図
７に示すように、予め基板ボックス６０を機構盤５０の後方の回動位置に配置しておく。
この際、基板ボックス６０は保護板８０との係合力に抗して強制的に後方に引き出しなが
らヒンジピン６７を支点として回動操作することで回動位置に配置される。そして、基板
ボックス６０は図示しない支え部材によって回動位置に配置保持される。
ここで、図７に示すように、保護板８０を上方に向けて所定量だけ弾性的に変形して抜止
部８１をインタフェース基板９１の差し込みを許容する退避位置に変位させる。
【００２４】
前記した状態において、インタフェース基板９１の実装面９２を下向きにしてそのインタ
フェース基板９１の幅方向両側部を一対の支持体７５の差込溝７６の差込口に差し込む。
そして、図８に示すように、インタフェース基板９１の差込端が当接板７１の当接する差
込位置まで差し込まれ状態で保護板８０を解放することで、同保護板８０が元の状態に弾
性復帰する。これによって、抜止部８１が抜止位置に変位され、同抜止部８１がインタフ
ェース基板９１の後端部に近接又は当接する。このため、インタフェース基板９１が後方
へ不測に抜け出る不具合を防止することができる。
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【００２５】
前記したように基板装着部７０にインタフェース基板９１が装着された状態において、イ
ンタフェース基板９１の一側面すなわち上面を保護板８０で覆って保護することができる
。
また、インタフェース基板９１の下面の実装面９２が下向きをなすため、その実装面９２
に埃や塵が堆積することを防止することができ、埃や塵が原因となってインタフェース基
板９１の電気回路が短絡（ショート）する不具合を防止することができる。
また、この実施の形態において、保護板８０は、枠状部材としての機構盤５０の下枠部の
一部に一体に形成されている。このため、機構盤５０と別個に保護板８０を製作して組み
付ける手間を省くことができ、コスト低減に効果が大きい。
【００２６】
また、この実施の形態において、機構盤５０の下枠部のボックス装着部５７に対し基板ボ
ックス６０が格納位置に配置された状態にあるときには、その基板ボックス６０（ベース
体６１）の下面が保護板８０の自由端寄り部分の上面に近接して同保護板８０の弾性変形
を阻止する構成にしてある。
このため、保護板８０の自由端側の抜止部８１とインタフェース基板９１の後縁との係合
状態が保たれる。このため、インタフェース基板９１の後縁に対する抜止部８１の係合が
不測に外れてインタフェース基板９１が離脱する不具合を防止することができる。
【００２７】
また、基板ボックス６０が格納位置に配置された状態にあるときには、その基板ボックス
６０（ベース体６１）の下面が保護板８０の自由端寄り部分の上面に近接してかつ同保護
板８０によって基板ボックス６０が格納位置に拘束される構成にしてある。
このため、保護板８０によって基板ボックス６０を格納位置に拘束することができ、基板
ボックス６０が回動位置に向けて不測に回動される不具合を防止することができる。
【００２８】
なお、この発明は前記実施の形態に限定するものではない。
例えば、前記実施の形態においては、枠状部材としての機構盤５０の所定位置に基板装着
部７０が設けられた場合を例示したが、機構盤５０以外の部材、例えば、各種の枠状部材
やボックス部材を基板装着部材とし、その基板装着部材に基板装着部７０を形成してもよ
い。
また、前記実施の形態ではパチンコ球を使用してスロットマシン遊技のような遊技を行う
遊技機である場合を例示したが、パチンコ機等の弾球遊技機ある場合においても実施可能
であり、又、スロットマシン等の遊技機である場合においても実施可能である。
【００２９】
【発明の効果】
以上述べたように、この発明によれば、基板装着部の差込部に差し込まれた回路基板の一
側面を保護板で覆って保護することができるとともに、その保護板の弾性を利用してその
保護板の自由端の抜止部を回路基板の後縁に係合させて抜け止めすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の実施の形態に係る遊技機の外枠に対し前枠、開閉扉及び機構盤がそれ
ぞれ開放された状態を示す斜視図である。
【図２】同じく遊技機全体を示す背面図である。
【図３】同じく図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線に基づく遊技機の縦断面図である。
【図４】同じく機構盤の下部に形成された基板装着部を拡大して示す背面図である。
【図５】同じく基板装着部を示す斜視図である。
【図６】同じく回路基板としてのインタフェース基板を示す斜視図である。
【図７】同じく基板装着部の保護板を弾性変形させかつ抜止部を退避位置に変位させてイ
ンタフェース基板を装着する状態を示す説明図である。
【図８】同じく基板装着部にインタフェース基板が装着された状態を示す説明図である。
【符号の説明】
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５０　機構盤（枠状部材、基板装着部材）
６０　基板ボックス
７０　基板装着部
７１　当接板
７５　支持体
７６　差込溝（差込部）
８０　保護板
８１　抜止部
９１　インタフェース基板（回路基板）
９２　実装面

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】
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